
  は じ め に  

 

人口減少・少子高齢化の進行、地域社会のあり様の変化により、

社会的孤立や貧困・格差が広がり、「8050 問題」や「ダブルケア」、

「ヤングケアラー」等、地域生活課題も複雑化・多様化しています。 

 

コロナ禍、令和２年３月に始まった生活福祉資金 特例貸付（緊

急小口資金・総合支援資金）の県内の貸付実績は 20 万件 800 億円超

で、令和５年１月から償還が始まっています。改めて暮らしを支え

る公的なセーフティネットのあり方が問われている中、国は、「重層

的支援体制整備事業」等により、「地域共生社会」の実現に向けた包

括的な支援体制づくりを進めています。 

 

一方、福祉現場の人材不足はますます深刻化し、福祉サービスを

安定的・継続的に提供していけるよう、福祉の仕事のイメージアッ

プや処遇改善、介護ロボットやＩＣＴの活用などの労働環境の整備

等、抜本的な対策が求められています。 

 

地域では、民生委員・児童委員やボランティアなどの担い手不足と

相まって、ウィズコロナによる見守りや支え合い活動の推進に向けた

取り組みも広がっています。 

 

 

このような情勢を背景に、当会の福祉目標である「小さなまちの

大きなおうち ～ふれあい 語りあい ささえあいの地域（まち）

づくり～」の実現に向け、令和５年度の事業を推進します。 
 

 事 業 方 針  

 

１）播磨町の包括的な支援体制づくりへの参画と協働 

 

２）地域での住民による協議の場づくりと小地域福祉活動の推進 

 

３）在宅生活を支えるサービスの提供 

 

 重 点 目 標  

 

１. 播磨町においても、複雑化・複合化している地域生活課題を把

握しながら、「地域共生社会」を実現するため、本年度、「地域福

祉計画」が策定されます。この計画策定に参画していくとともに、

住民の皆さんとともに地域福祉を推進する団体として、「地域福祉

計画」と連動し、当会の役割や取り組むべきことを明確にし、令

和６年度策定予定の地「域福祉推進計画」へつなげていきます。 

 

２. 住民の皆さんにとって一番身近な生活圏域である自治会での見

守り、支え合いに取り組む「支え合い連絡会」、また、コミセンを

単位とした地域課題等について協議する場である「協働の会」や

ボランティア活動の推進等を通じて、住民の皆さんとともに播磨

町の福祉力を高めるよう努めます。 

 

３. 住民の皆さんを会員とする社会福祉協議会として、介護・障害

福祉サービスを提供し、会員が住み慣れた家・地域での生活が継

続できるよう支援します。また、将来にわたり事業を安定して実

施するために、多くの方から選ばれ、利用いただける魅力ある事

業の実施に努めます。



事 業 計 画 

〔Ⅰ〕 在宅福祉活動 

                        ※ 表内 ★印＝播磨町受託事業 ☆兵庫県社協＝受託事業 ◎＝新規事業 
区  分 事業名 事業費 事業開始 事 業 目 的 

在 宅 高 齢 者 

地域生活支援

サ ー ビ ス 

 
見守り給食サービス 

の実施 2,770 千円 S55.7 
地域在宅高齢者の栄養と健康面の改善を図るとともに地域との交流を深

め、在宅高齢者や見守りが必要な世帯の福祉の推進を図る。 

事業内容 
毎週木曜日の夕食の配食（年末、年始・祝日・8月以外）。利用者負担200円 

①町内に子どもが居住していない 70 歳以上のひとり暮らしの方 ②身障手帳３級以上をもっている方がいる高齢者世帯
の方 ③夫婦の年齢が合わせて 160 歳を超える高齢者夫婦世帯の方 ④その他、特別な理由があり、運営委員会で認めら
れた場合 

年次目標 ① 各関係機関やボランティアと連携し、利用者への見守りを強化する。②住民への当事業の周知・啓発を行い、ボランテ
ィアの発掘を行う。③利用者の見直しを視野に入れ、今後の事業を検討する。   

福祉機器の貸出事業 50 千円 Ｈ25.4 播磨町に在住する者に対し福祉機器を貸し出すことにより、在宅福祉の向
上に寄与する。 

事業内容 
播磨町に在住で、本会の福祉機器が日常生活において必要な方を対象に、車いす・ポータブルトイレを貸し出す。

ただし、他のサービスを受けることができる方は対象外とする。 

年次目標 ①必要な方に対して、迅速な貸し出しを行ない、在宅生活においての支援を行う。②当事業の周知及び利用促進に努
め、外出機会の創出に寄与する。③貸出機器の管理体制を整え、安全性の向上を図る。 

 

区  分 事業名 事業費 事業開始 事 業 目 的 

在 宅 障害 者 

地域生活支援

サービス 

 

 

移 送 事 業 750 千円 H9.4 
 町内に在住する身体の不自由な高齢者及び障害者等で、家庭で移送手段を確
保するのが困難である方に、医療・保健・福祉の利用の便を図り、在宅福祉の向
上に寄与する。 

事業内容 
車椅子を使用するおおむね65歳以上の高齢者及び身体障害者（児）で、心身の状態により他の交通機関の利用が困難で、家庭

等で移送手段の確保が困難な方を対象に、福祉車輌で病院への通院や入退院・福祉施設への入退所等の送迎を行う。 

年次目標 ①福祉車両の点検や運転手への体調チェック、アルコールチェックの実施等、安全管理を徹底する。②対象者の見直
しや運転手の確保等を検討し、より必要な方が必要な時に利用できる体制を整える。   



★要約筆記者派遣 

事業の受託 163 千円 H13.4 
中途失聴者及び難聴者が社会生活上必要不可欠な会合に出席する場合に要約

筆記者を派遣することにより、意思伝達の手段を確保し、もって難聴者等の福
祉の増進に資する。 

事業内容 
登録している難聴者等が公的機関、学校や医療機関等での複雑な会話を必要とする場合や、社会生活上コミュニケ

ーションを図ることが必要な場合に登録筆記者を派遣。 
 対象者＝町内に居住する 18 歳以上の身体障害者手帳所持者で、要約筆記を必要とする者。 

年次目標 事業の周知及び利用の促進を図る。 

★手話通訳者派遣 

事業の受託 
263 千円 H15.4 

聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者等の家庭生活並びに社会生活におけ
る情報収集やコミュニケーションを円滑に行い、聴覚障害者等の自立と社会参
加の促進を図る。 

事業内容 
 派遣内容＝公的機関への各種申請や、届出・相談時や、社会生活上コミュニケーションを図ることが必要な場合、そして権利や義
務に関わる重要な用件等の場合に派遣する。 
 対象者＝町内に居住または、勤務する18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者等。 

年次目標 事業の周知及び利用の促進を図る。 

★声の広報事業の 
受託 195 千円 H14.4 

視覚障害者に対し、広報録音ＣＤ等を配布することにより、より多くの情報を得ること
ができ、もって視覚障害者の社会参加の促進に資する。 

事業内容  朗読ボランティア「のぎく」により、毎月発行される町広報、社協だより、議会だよりなどの内容を CD に録音し
た上、郵送し、情報を提供する。 

年次目標  町や朗読ボランティア「のぎく」等と連携し、視覚障がいを持つ方々へ情報を届け、在宅福祉の向上に資する。 

★手話奉仕員養成 
事業の受託 425 千円 H17.6 手話通訳奉仕員の登録者を増員し、聴覚障害者の利便性を図り、社会参加を推進

する。 

事業内容 初めて手話を学ぶ方向けに、耳の聞こえない方とのコミュニケーションを楽しみながら学べる機会として、高砂市社会福
祉協議会と合同で開催する。 

年次目標 多くの方に受講していただき、通訳者の拡充へとつながるよう、講師や高砂市社会福祉協議会と連携して楽しい講
座づくりに努める。 

 

  



区  分 事業名 事業費 事業開始 事 業 目 的 

その他生活支

援活動 

 

☆ 日 常 生 活 
自 立 支 援 事 業 
（兵庫県社協受託事業） 

1,328 千円 H12.4 

判断能力に不安がある高齢者・知的障害者・精神障害者等の方に対し、福祉サービス
の利用に関する相談・助言、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続き、
または福祉サービスの利用に要する費用の支払い等の援助を行い、在宅生活を支援す
る。 

事業内容 
専門員が策定する支援計画に基づき、生活支援員が訪問し支援する。 
①福祉サービスを利用できるように支援  ②生活に必要なお金の管理の支援 
③通帳や書類などのお預かり 

年次目標 相談段階から関係者と連携し、適切な福祉サービスにつながるよう検討する場を組織内で定期的に開催する。 

★権利擁護支援事業 789 千円 H25.4 
高齢者・障害者等への虐待及びその他の権利侵害の防止策や権利を守るための支援策

など権利擁護に関する課題等について検討し、権利擁護の意識に満ちたまちづくりを推
進する。 

事業内容 
虐待防止や成年後見制度の利用促進などの啓発活動を通じ、権利擁護の意識の醸成を行うとともに、見守りや権利擁

護支援が必要な人々が地域で安心して暮らせるよう、権利擁護支援員等の人材の養成や養成した人材を活用するための
地域での支え合いを推進するシステムづくりを行う。 

年次目標 一般住民向けに成年後見制度の利用を広報啓発し、必要な人が制度を利用できるよう関係機関への相談につなげていく。 

 

区  分 事業名 事業費 事業開始 事 業 目 的 

地域福祉活動 
 
ふれあい 
・いきいきサロン 

事業 
3,143 千円 H13.5 

 ひとりぐらしや虚弱な高齢者が気軽に集えるサロンを開設し、地域住民との
ふれあいの中で孤立感の解消、心身機能の向上を図るとともに、地域住民が福
祉活動に参加し、住みよい福祉のまちづくりを自らの手で推進する。 

事業内容 
 自治会を実施主体に、自治会館等、参加者が歩いて行ける場所を会場に、参加者とボランティアが一緒に内容を決め、
共に運営していく楽しい仲間づくりの活動。 
 利用対象は、おおむね６５歳以上の高齢者とするが、開催頻度も含め、実施主体ごとに設定していく。 

年次目標 運営に携わる方々の思いや活動上の課題などの情報収集と、課題解決やより良い活動に向けて、他地区の取り組みや
前例などの情報提供に努め、今後も継続した取り組みとできるよう支援していく。  

くらしサポート事業 35 千円 Ｈ18.11 
住民の参加と協力を得て、支援を必要とする高齢者や障がい者等に対し、生

活援助等を有償で行うことにより在宅福祉の増進を図るとともに、住民相互の
助け合いを推進することを目的とする。 



事業内容 
家事の手伝いや外出時の見守り、話し相手等、日常生活を営む上での支援を受けたい人（利用会員）と支援をした

い人（提供会員）に会員登録していただき、利用会員から支援の依頼を受けた場合に、活動できる提供会員を紹介し
会員同士をつなぐ。 

年次目標 利用会員と提供会員双方にとって安心した活動となるよう関わり、住民同士の支え合いをより身近に感じることがで
きるように支援していく。 

★生活支援体制整備事業 
生活支援 
コーディネーター業務

8,824 千円 H28.10 

 日常生活上の支援が必要な高齢者が、住み慣れた地域で生きがいを持って在
宅生活を継続していくため、必要となる多様な主体による生活支援・介護予防
サービスの提供体制を構築するため、支援ニーズとサービスのコーディネート
機能を担い、サービスを提供する事業主体と連携して支援体制の充実・強化を
図る。 

事業内容 
① 生活支援・介護予防サービスのコーディネート等に関する業務 ②サービス・支援の担い手となるボランティア等 
の養成に関する業務 ③社会福祉法人、NPO、ボランティア団体、シニアクラブ等、多様な関係主体間の定期的な情
報共有及び連携・協働による取り組みを推進するための協議体の運営に関する業務 

年次目標 

・地域活動に関心のある方が高齢者の生活支援に携わっていけるような仕組みづくりに取り組んでいく。 
・自治会やコミセン区域における話し合いの場が円滑に進むよう働きかけるとともに、高齢者が安心して暮らしていけ

るための話し合いのテーマを投げかけていく。 
・住民の皆さんの思いや地域の現状について教えていただけるよう関係づくりに努め、住民の皆さんの主体性を尊重し
ながら、これからの地域づくりを一緒に模索していく仲間として伴走する。 

★生活支援 
サポーター研修事業 187 千円 H28.10 

 地域の高齢者を支える仕組みづくりと住民主体の支えあい活動の担い手を
養成する。 

事業内容  超高齢社会の現状や制度、高齢者とのコミュニケーションのコツや認知症についての理解を深め、高齢者の介護予防
や生活支援に関わる基礎知識を学ぶ『生活支援サポーター養成研修』を開催。 

年次目標 
多くの方に興味関心を持っていただけるよう広報に取り組み、講座を通して機運を高めていけるように努め、高齢社

会の現状や、関わり方について学びながら、楽しんで担い手として社会参加していただける内容を目指す。 

 

区  分 事業名 事業費 事業開始 事 業 目 的 

生きがい創り

活動 

 
喜寿お祝い写真 

贈呈事業 192 千円 H10.9 老人月間に際し、喜寿を祝い、記念として写真を贈呈する。 

事業内容 ９月１日現在、数え年７７歳の方を対象に希望を募り、撮影を行い、写真を贈呈する。 

年次目標 敬老月間の事業である９月に数え年７７歳を迎える方に、一人でも多くの人に応募いただけるよう広報に努める。 



★ 
はつらつ広場事業 

 
2,767 千円 H18.4 

 介護保険法の地域支援事業における地域介護予防活動支援事業を実施すること
によって、高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、人と人との
つながりや住民主体の通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを進め
るとともに、生きがいや役割を持って生活できる地域を構築することにより、介護
予防の推進に寄与することを目的とする。 

事業内容 
町内に在住するおおむね６５歳以上の高齢者（介護保険で認定を受けている方も参加可＊要相談）を対象に、地域のコミュニ

ティセンターを会場に、①体操 ②レクリエーションを参加者とスタッフやボランティアでつくる介護予防と仲間作りの教
室。１人あたりの利用料は、週1回。利用料１００円／回  

年次目標 地域の居場所として、定期的に開催を実施できるよう体制を整える。また、利用者の健康状態など適時把握し参加への
促しをボランティア、現場スタッフとともに行っていく。 

 
 
〔Ⅱ〕 ボランティア活動  

区  分 事業名 事業費 事業開始 事 業 目 的 

 5,701 千円 S58.9  

学習機会の提供 
 

養成講座の開催事業       S58.9 
広く一般に呼びかけ、養成講座を開催することにより、ボランティア活動に

参加するきっかけを提供する。 

事業内容 要約筆記啓発講座、点訳ボランティア養成講座などの実施 

年次目標 新たな活動者の学習の機会づくりと啓発を兼ねて実施する。 

区  分 事業名 事業費 事業開始 事 業 目 的 

 
交流・ネットワ

ークの推進 

 
ボランティア連絡
会、各ボランティア
グループの支援 

      S58.9 
ボランティア連絡会や各ボランティアグループを支援し、各グループ間の

交流や、ネットワークを構築する。 

事業内容 
 ボランティア連絡会への助成・各ボランティアグループの活動費助成・研修会や活動に関する情報提供、日々の活

動に関する困りごとなどへの助言を行う。 

年次目標  代表者を初め活動者との情報共有を行う機会をなるべく多く持ち、日々の活動状況の把握と活動上の困りごとに順次対応
できるように努める。 

 
 
 



区  分 事業名 事業費 事業開始 事 業 目 的 

情報の収集・提

供・発信活動 

 
ボランティア 

情報誌発行事業       S58.9 
情報誌で、広く住民に情報を提供し、ボランティア活動を身近で気軽なもの

にする。 

事業内容 「みてみて」発行 1 回／年 

年次目標 当会事業や地域でのボランティア活動について幅広く周知できるよう啓発を行う。 

区  分 事業名 事業費 事業開始 事 業 目 的 

マッチング 

・支援活動 

 
コーディネート事業       S58.9 活動希望者と活動先の需給調整、登録 

事業内容 
ボランティア活動希望者をボランティア登録し、関連のボランティアや市民活動団体との連携・協働を図り、活動

先の斡旋を行う。また、登録者に対しボランティア災害共済の加入を促進し、安心して活動ができるようにサポート
する。 

年次目標  個人・団体ボランティアの登録数を増やし、関係機関と連携しながらマッチングや支援を進めていく。既に登録している
方々のモチベーションアップに繋がるよう、コミュニケーションを大切にきめ細かな情報提供や相談支援を行う。 

区  分 事業名 事業費 事業開始 事 業 目 的 

災害時支援活動  

災害時ボランティア
啓発事業       H27.4 

災害時のボランティア活動に関する知識や技術を伝えることで、災害ボランテ
ィアセンターや福祉避難所の開設に至った際のボランティア支援の機運を高
める。 

事業内容 広報等における災害時ボランティアに関する情報の周知や、町外での災害時支援活動等を含む知識習得の機会をつく
る。 

年次目標 防災の意識を高め、我が事であることを認識してもらえるよう研修会の開催や啓発に努める。 

 
  



 
〔Ⅲ〕 一般福祉活動 

区  分 事業名 事業費 事業開始 事 業 目 的 

当事者組織へ

の支援活動 

 

各種団体への助成 225 千円       各種団体・当事者組織に助成をし、自主的な活動の支援を行なう。 

事業内容  各種団体･当事者組織の事業計画に基づく申請により助成する。また、活動の支援を行う。 

年次目標 当事者組織が持つ機能や役割が発揮できるよう支援していく。   
 

区  分 事業名 事業費 事業開始 事 業 目 的 

福祉学習活動 
 

福祉学習指定校の指定 100 千円 S62.4 
児童・生徒を対象に、社会福祉への理解と関心を高め、ボランティア活動へ

の参加を促すことを目的とする。 

事業内容 小中学校 計６校を対象に助成し、福祉学習に関する授業等の取り組みを支援する。 

年次目標 学校における持続可能な福祉学習の実施について、各校の担当者や関係機関、ボランティアグループ等の協力体制づ
くりを目指しはたらきかけていく。   

 
 

区  分 事業名 事業費 事業開始 事 業 目 的 

啓発・広報活動 
 

社協だよりの発行 1,228 千円 S44.6 社協の事業・福祉サービス・福祉の動向等の情報を、住民に提供し、地域福
祉の向上を図る。 

事業内容 社協だより『ゆう&あい』の毎月２４日発行 

年次目標 社会福祉協議会の活動を知り、身近に感じていただくための広報媒体として、より見やすく、よりわかりやすくをモ
ットーに発行に取り組む。   

 

ホームページの開設 250 千円 H10.４  広範囲な人を対象に、当社協の活動を周知するとともに、情勢に即応した新しい情報
をタイムリーに発信し、福祉の向上を図る。 

事業内容 インターネットを使い、情報を発信する。また、ＳＮＳを活用した情報発信を行う。 

年次目標 
・ホームページは、タイムリーな情報発信が可能であることから、全部署が有効に活用し、情報発信する。 
・情報掲示板において、地域の機関・団体の活動やイベントを発信する場として、活用してもらう。 
・ホームページを通して問い合せも増えており、窓口に来ることが難しい方への相談窓口として活用していく。   

 



福祉フェアの実施 106 千円 H8.6 社会福祉協議会や社協事業を周知するとともに、障害者理解やボランティア
活動等への啓発を目的とする。 

事業内容 手話体験・点訳体験・車いす体験など 

年次目標 社会福祉協議会のことを知っていただくとともに、福祉体験を通じて障害者理解やボランティア活動の啓発・普及を
図る。 

 

区  分 事業名 事業費 事業開始 事 業 目 的 

相談所の開設 
 

心配ごと相談所の開設 206 千円 S37.1 広く住民の日常生活上のあらゆる相談に応じ、適切な助言、援助を行って、
地域住民の福祉の増進を図る。 

事業内容 
 毎週火曜日１３時から１６時の３時間、福祉しあわせセンターにおいて、定期相談員８名により、住民より生活上の
相談を受け、助言・援助を行なう。 

年次目標 民生委員・児童委員協議会と協働し、どこへ相談に行けばよいのか悩まれている住民の方に利用いただけるよろず相談
窓口を目指していく。 

 

法律相談所の開設 330 千円 H9.6  心配ごと相談の一環として実施し、相談内容が多種多様化する中、法律的な助言・援
助が必要とする相談の問題解決能力を高める。 

事業内容 
・ 毎月第１火曜日の１３時３０分から１５時３０分の２時間、福祉しあわせセンターにおいて、兵庫県弁護士会より

弁護士を派遣してもらい相談を実施する。 
・ 実施にあたっては、心配ごと相談を受けてもらい、問題解決上必要と判断した場合に予約とする。 

年次目標 心配ごと相談では解決できない専門相談として、また、成年後見制度の専門相談窓口として、法律相談を有効活用して
いただけるよう広報活動に努める。 

 
 

区  分 事業名 事業費 事業開始 事 業 目 的 
 
資金の貸付 

 

☆生活福祉資金の貸付 
（兵庫県社協受託事業） 

 
 S34.4 

低所得・高齢者・障害者などで一時的に困窮している世帯に対し、必要に応
じた資金貸付を行うとともに、民生委員を通じ必要な援助指導を行うことに
よって、その世帯の経済的自立と生活意欲の助長及び社会参加の促進を図
る。 

事業内容 

対   象：①低所得世帯 ②障害者世帯 ③高齢者世帯 ④生活保護世帯 
資金の種類：①福祉資金 ②教育支援資金（教育支援費・就学支援費）  

③総合支援資金（生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費） ④臨時特例つなぎ資金  
⑤不動産担保型生活資金 ⑥要保護世帯向け不動産担保型生活資金 

年次目標 利用者・相談者からの丁寧な聴き取りを行い、生活上の総合的な困り事について必要な支援につなげていく。また、償
還期間中の利用者の状況も適時把握をしていく。 



 
☆社協における生活困
窮者支援体制強化事業 
（兵庫県社協受託事業） 

5,000 千円 R5.4 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金特例貸付の償還
期間内において、生活困窮状態が続く借受人等が安心して暮らすことができる
ために必要な支援と、地域内のセーフティネットの充実を通した社会的孤立・
排除の解消・予防を図り、社協における生活困窮者支援の体制強化を図る。 

事業内容 
基本事業：①特例貸付の借受世帯等への相談支援 ②特例貸付の借受世帯等への情報提供 
選択事業：①地域における生活課題の実態把握 ②地域・他機関と協働した地域生活課題への対応 ③当事者活躍支援 
     ④就労支援・中間就労の促進 ⑤その他、この事業の目的を達成するための事業 

年次目標 新型コロナウイルス特例貸付の償還が始まる中、借受世帯への情報提供・相談支援を行うとともに、生活に困窮する
方の播磨町で生活する上での課題の把握に努める。 

 

特別援護資金の貸付 500 千円 S35.9 
 生活保護法にいう被保護者、要援護者の世帯または低所得者層と思われる世
帯が、生活上または医療上等で緊急な支出を必要とする時のつなぎ資金として
貸し付ける。 

事業内容 
対  象：生活保護法にいう被保護者、要援護者の世帯または低所得者層と思われる世帯 
貸付限度額：５０，０００円 
償還期間：１２ヶ月以内 

年次目標 生活福祉資金と同様に、生活にかかわる総合相談として捉え、関係機関と連携をしながら相談者の自立に向け支援し
ていく。 

 

区  分 事業名 事業費 事業開始 事 業 目 的 

募金活動 
 

社 協 会 費 4,698 千円 S58.6 社協会員制を敷き、趣旨に賛同する会員を募集し、その会費を自主財源とし
て事業を推進する。 

事業内容 普通会費 1戸 500 円 特別会費 5,000 円 とし、７月より集金。 

年次目標 社協活動への理解を深めてもらえるような広報等に努め、多くの方に賛同していただけるように取り組んでいく。 
 

共 同 募 金 2,492 千円 － 
 住民相互のたすけあいを基調とし、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができ、
住民自らが主体的に参加する福祉コミュニィづくりへの参加を促し、実現するための多様
な活動を財政面から支援する。 

事業内容 
・兵庫県共同募金会播磨町共同募金委員会が実施する赤い羽根共同募金運動への協力。 
・配分金を地域福祉推進のために有効に活用する。 

年次目標 配分金を計画的かつ有効に地域福祉活動に活用するとともに、募金が播磨町の福祉の向上に活用されていることを広
報する。 

 



歳 末 募 金 1,303 千円 S26.12 
新たな年を迎える時期に援助や支援を必要とする人たちが、地域で安心して

暮らすことができるよう、住民の参加や理解を得て福祉活動を展開する。 

事業内容 自治会や職域に募金の募集を行い、配分委員会で審議の後、民生委員を通じて対象世帯にお見舞金を届ける。 

年次目標 募金に協力していただけるよう啓発・広報していく。地域の自治会や団体・グループなど広い層で活用していただく。 
 

善 意 銀 行 431 千円 S38.8 
 地域住民の善意を発掘し、その高揚を図るとともに、善意による預託を受け、
これを地域社会へ効果的に還元し、もって社会福祉の増進に寄与する。 

事業内容 ･金銭による預託を受け入れる。 
･預託された金銭により、老人福祉・児童福祉・低所得者世帯福祉・地域福祉活動等に払い出しを行う。 

年次目標 地域住民の善意を生かせるよう運営を行う 

 

〔Ⅳ〕★地域包括支援センター 
事業費 事業開始 事 業 目 的 

43,708 千円 H18.4 
 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉
の増進を包括的に支援することを目的として地域包括ケアを実現する。 

事業名 具体的な内容 

総合相談支援 ①地域や関係機関等からの情報収集による対象の実態把握を行う。 
②初期段階での相談対応や継続的・専門的な総合相談支援を行う。 

権利擁護 
①成年後見制度の円滑な利用に向けた支援を行う。 
②高齢者虐待対応をマニュアルに沿って速やかな虐待対応を行う。 
③地域で活動する支援者の後方支援を行うことで安心・安全なまちづくりを進める。 

包括的・継続的 
ケアマネジメント 

①地域の介護支援専門員等の業務の円滑な実施への支援を行う。 
②地域の介護支援専門員等の資質向上を図るための研修や情報提供を行う。 

介護予防ケアマネジメント ①基本チェックリストを実施し、対象者の心身の状況に応じた適切なサービスが包括的・効率的に提供されるように
支援する。 

多職種協働による地域包括  
支援ネットワークの構築 

①困難ケースに対して地域ケア個別会議を開催し、多職種協働体制を構築する。 
②自立支援型地域ケア個別会議を開催し、ケアマネジャーが自立に資したケアプランが作成できるように支援する。 

指定介護予防支援 ①予防給付に関するケアプランの作成、サービス提供、モニタリング、給付管理を行う。 

認知症総合支援 
① 認知症地域支援推進員を配置し、相談支援体制を築くとともに、一般向け・従事者向け講演会等を開催し、認知症

であっても住み慣れた地域で暮らせる体制の構築を図る。 

その他 
①地域住民や関係機関に働きかけ、相談窓口としての周知度を高める。 
②シニア元気アップ出前講座等を行い、介護予防活動を支援する。 



年次計画 

・医療や福祉関係機関、民生委員・児童委員、行政との情報共有・協議により、地域課題の早期発見・解決に向けた
取り組みを強化する。 

・権利擁護に関する講演会や出張相談会を実施する。 
・認知症に関する講演会及び従事者向け研修を実施するとともに、認知症カフェや当事者・家族の居場所づくりの支

援を行う。 
・介護支援ボランティアや認知症サポーターの養成を行い、それらの担い手の活動支援を行う。 
・住民主体の通いの場において、機能評価を行なうと共にフレイル予防に働きかけ、住民の介護予防が効果的になさ

れるよう支援する。 
・多職種参加による自立支援型地域ケア会議と困難ケースにおける個別地域ケア会議を開催し、自立支援に向けたケ

アマネジメントの向上・定着化を図り、地域包括ケア体制構築のための提言を行う。 
・関係機関と連携し、地域での見守り・支え合い活動を含めた地域包括支援ネットワークの構築を図る。 

 
 
〔Ⅴ〕ゆうあい園運営事業 

事業費 事業開始 事 業 目 的 

36,606 千円 

S58.5 

H21.4 

R3.4 

（就労継続支援 B 型）就労や生産活動の機会を提供するとともに、創作活動や余暇活動を通じて、楽しく、潤いの
ある日中生活を提供する。また一般就労に必要な知識・能力が高まった利用者には、一般就労等への移行に向けて支
援する。 
（生活介護）創作活動や生産活動の機会を提供するとともに、身体機能の維持向上、生活能力の向上、生活の改善の
ために必要なサービスを提供し支援する。 
（短期入所）利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、介護や必要な支援を行う。 

方  針 
関係市町、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、適正かつきめの細かな就労継続支援 B 型、生活介護、短期入所

の各サービスを提供する。 
年次計画 ・利用者・家族のニーズを確認しながら個別支援計画の作成・見直しを行い、利用者の将来・未来の自己実現につながるようなきめ

細かな支援に努めます。 
・新規軽作業の開拓をすすめ、個人の適性に合った作業の充実に努めます。また参画している「東播磨障害者施設ネットワーク」で
の活動を通して自主生産品の販売ルートを広げます。 

・季節の行事や園内外活動に利用者の希望を反映させて、楽しみや潤いのある日中活動を提供します。また利用者の創作活動に力
を入れ、コミセンなどでの作品展示につなげます。 

・家族・関係機関・ボランティア等と連携し、利用者が地域で安心して暮らせるように支援します。施設周辺の地域活動にもできる
ことから参加させていただき、ゆうあい園も地域の一員として地域との関わりを大切にします。 

・受入可能な利用者人員について広く情報を発信し、新規利用者確保を目指します。 
・短期入所事業については、令和５年度は対象者を拡大していき、各関係機関へ情報提供を行い利用率向上につなげます。 
・自然災害時及び感染症発生時における業務継続計画を職員に周知し、訓練を重ねながら対応力を向上させます。また、日々の利
用者対応や業務の中で虐待やハラスメントが行われていないか、小さな気付きができ、予防に結び付けられるように職員の意識の
向上に努めます。 



 
〔Ⅵ〕介護保険事業 
 

区  分 事業名 事業開始  事 業 目 的 

ホームヘルパー 

ステーション 

 

      
介護保険事業 H12.4  総事業費  18,699 千円 

方  針 
 サービスの質を確保しながら効率の良い供給体制を確立し、利用者側に立って運営することを基本方針とし、職
員の資質向上を目指し、要介護状態または要支援状態にある高齢者に対し、適正な訪問介護を提供する。 

年次計画 

事業所の根幹である高齢者・障害者の方へのサービス提供し、安全安心に自立した生活を支援すると
ともに、看取りについても取り組んでいきたい。また、近年、播磨町からの依頼が増えつつある養育支
援訪問事業や産前産後サポート事業にも対応し、職員が一丸となって、育児・子育て支援にも取り組ん
でいく。 

障害者総合支援法 
に基づく居宅介護事業 H18.4 

 身体障害者（児）・知的障害者（児）に対し、自立と社会参加を促進す
るために、適正な居宅介護を提供する。 

内  容 対象者：身体障害者（児）・知的障害者（児）・精神障害者 
内 容：①身体介護に関すること ②家事に関すること ③外出時における介護 

★播磨町養育支援訪問事業 
H21.12 

児童の養育について支援が必要であるにもかかわらず、積極的に自ら支
援を求めることが困難な状況にある家庭に対し、育児や家事等の援助を
行うことにより、家庭における安定した児童の養育の実現に寄与する。 

内  容 対象者：養育支援が必要な家庭の児童及びその養育者 
内 容：ホームヘルパーによる育児・家事等援助 

★播磨町産前産後 
サポート事業 H29.5 

妊娠期から出産後にかけて家事及び育児を行うことが困難な家庭等にヘルパ
ーを派遣することで、妊婦又は産婦が、安心して出産及び育児ができるよ
うに支援する。 

内  容 対象者：家族等から十分な家事、または育児等の援助が受けられない母子手帳交付から産後に心身の不
調、また育児不安等がある者 
内 容：ホームヘルパーによる育児・家事等援助 

★播磨町障害者等 
サポート事業 H23.12 

法による介護給付サービスを受けられない障害者等に対して地域生活支援
事業として障害者等生活サポート事業を実施することにより、地域における
自立生活の促進を図る 

内  容 対象者：町内に居住する介護給付費の支給決定者以外の障害者等で、日常生活に関する支援を行わなけ
れば本人の生活に重大な支障をきたすおそれがある者 

内 容：ホームヘルパーによる家事等援助等 



 
 

デイサービスセンター 介護保険事業及び 

共生型生活介護事業 
H12.4 

 総事業費 88,743 千円 

方  針 

 サービスの質の安定と向上を目指すため、サービス提供体制（人員及び設備）の確保を行い、利用者
個々の人格を尊重しながら、「目配り・気配り・心配り」を念頭に、常に利用者の立場となって、「明
るく優しく元気良く丁寧に」事業運営に当たることを基本に据える。職員個々の介護の知識・技術の向
上を目指し、あわせて対人援助のマナーや言葉遣いへの意識的配慮を行い、要支援状態もしくは要介護
状態と認定され利用される方に対して、法令遵守に基づく適正な通所介護ならびに第一号通所事業（町
の総合事業の中の通所事業）を提供することで、利用者及び家族・介護者が安全に安心して日常生活が
営めるよう、その一助となるよう、喜んで利用して頂けるように事業に取り組む。 

年次計画 

① 利用者の生活自立の助長と安心・安全な生活の質の保持と向上のため、本人・家族・介護者との対
話を大切にして、心身の状態把握と意向・希望を聴き取り、ニーズ把握に努める。 

② 把握したニーズ、状態に応じたサービス提供のため、ニーズをふまえた通所介護計画書を作成し
て、定期的また必要に応じた見直しを行いサービス提供を行う。 

③ 通所介護計画書の作成にあたっては、担当ケアマネジャー立案のケアプランに即すること、また必
要時のプランの変更の提案を行い、日常的に本人のニーズに応じた過ごし方が出来ているのかに
着眼してサービス提供にあたり、毎日のミーティング等を通じて、評価・見直しを行っていく。 

④ 介護支援専門員が召集するサービス担当者会議へ積極的に参加して、本人・家族、ケアマネジャ
ー、各サービス提供事業所との連携協力の下、本人の安定した生活向上に寄与するようサービス提
供することに努める。 

⑤ 利用者数・稼働率減少の改善対策として、令和５年２月から３月にかけて実施した利用者・家族・
ケアマネジャーへの意向調査をもとに、サービス内容を見直し、提供時間の延長又短時間利用希望
の対応を令和５年４月より実施します。 

指定管理者制度更新年となるため、機能訓練や口腔ケアの加算取得へ向けて準備を進め、サービス内
容の充実を図るとともに利用者獲得増を目指します。 

★障害児日中一時 
（生活介護型）支援事業 

H18.4 
 社会的孤立感の解消及び心身機能の維持、並びに利用者の家族の身体的・精神
的負担の軽減を図るため、身体障害者に対し、適正なサービスを提供する。 

内容 対象者：町内に在住する１８歳以下の身体障害者 
内 容：①入浴サービス ②給食サービス ③生活指導（介護相談）④日常動作訓練（機能訓練・レク

リエーション）⑤静養 ⑥健康チェック ⑦送迎 ⑧排泄援助 

★身体障害者短期入所事業 H12.4 
 身体障害者の介護を行う者の疾病その他の理由等により、障害者が居宅にお
いて介護を受けることができず、一時的な保護を必要とする場合に、宿泊や介護
を受けることにより、居宅の障害者及びその家族の福祉の向上を図る。 



 内容 対象者：町内に在住する在宅の障害者 
利用期間：７日以内 

    

居宅介護支援事業所 介護保険事業 H12.4  総事業費 22,185 千円 

方  針 

 要介護者等からの相談に応じ、また要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本
人や家族の意向等をもとに、居宅サービスまたは施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種
類、内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう、居宅サービス事業者、介護
保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。 

年次計画 

特定事業所加算を取得しており、取得要件である以下の取り組みの充実を図り、事業の継続・効率化
に努める。 
① 業務マニュアル等の整備を行い、適切なケアマネジメントの実施と特定事業所加算に相応しい地域の

支援も図れる事業所を目指し、主任介護支援専門員として求められる資質の強化・発展に取り組
む。 

② 「感染症や災害対策の強化」「事業継続計画」に基づく事業実施 
③ 令和６年度の介護保険改正を見据えた事業展開の検討 
④ 利用者や家族の急な依頼への対応が行うことができるよう、引き続き連絡体制を確保する。 
⑤ 行政、地域包括支援センター、サービス事業所、医療機関などの関係機関との連携の強化を図

る。 

 

  



 
〔Ⅶ〕公益事業 

事業名 事業費 事業開始   

★福祉しあわせセンターの 
受託運営

7,218 千円 H12.2 指定管理者として、効率的な運営を図るとともに、住民の福祉の増進に寄与する。 

 
 
〔Ⅷ〕地域福祉推進計画 

事業名 事業費 事業開始  事 業 目 的 
  

第５次地域福祉推進計画の推進 7,725 千円 R3.4 

住民同士がお互いに関心を寄せ合い、声をかけ合うことで「助けて」と言える関係

性を構築していけるよう、見守り・支え合い活動を組織的・継続的に取り組めるよう

推進する。 

活動内容 身近な暮らしのエリアの中で、互いに見守り・支え合えるつながりづくり 

① 自治会エリアでの見守りと支え合い活動の基盤となる「支え合い連絡会」の設置をすすめます。 

② コミュニティセンターエリアでのつながりと支え合い活動の仕組み「支え合いネットワーク会議（仮称）」の設置を目指します。 

③ 地域での見守り、支え合い活動をしっかりと支援できる社会福祉協議会を目指します。 

④ 播磨町が令和５年度に策定する地域福祉計画と連携・連動するため、播磨町と協働しながら次期計画策定のための準備に取り組む。 

 

 

 

 


